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      下水道課からのお知らせ


令和6年4月1日

・ 八幡浜市排水設備指定工事店一覧を更新しました


令和元年10月1日　

・消費税率の改定に伴う下水道使用料の変更について


令和元年10月1日から消費税率が10％に引き上げられることにともない、令和元年12月分（10月使用分）から下水道使用料にかかる消費税は10％が適用されます。


令和元年10月1日以降に引っ越しなどで新たに使用を開始される場合、最初の検針による料金から10％が適用されます。


※消費税引き上げ以外の料金の値上げ・変更はありません。


平成27年3月31日　

・平成27年10月使用分から上下水道料金が変わります


平成27年3月31日　

・八幡浜市上下水道使用料等検討委員会からの報告書について


平成27年3月23日　

・水道メーターの検針が「2ヶ月に1回」に変わります。


八幡浜市上下水道使用料等検討委員会報告書


2ヶ月検針に伴う下水道使用料について




 


川・池・海など環境汚染が社会的な問題になっています。

これは、家庭から出る炊事・洗濯・風呂などの生活排水が大きな原因です。八幡浜市も例外ではありません。

そこで、八幡浜市では、昭和49年度から公共下水道事業、平成元年度から漁業集落排水事業、平成6年度から特定環境保全公共下水道事業、平成12年度から浄化槽市町村整備推進事業（令和2年度から公共浄化槽等整備推進事業）により環境保全に取り組んでいます。


下水道事業、公共浄化槽等整備事業についてご説明いたします。


八幡浜市下水道事業について


	八幡浜市の下水道事業概要について
	「八幡浜市下水道地震対策緊急整備事業」計画について[PDF：233KB]
	八幡浜市合流式下水道緊急改善事業の事後評価について
	下水道の役割
	法的義務
	供用開始
	受益者負担金制度
	排水設備  

	[bookmark: sitei]八幡浜市排水設備指定工事店一覧[PDF：344KB] （令和6年4月1日現在）
	下水道使用上の注意と維持管理
	下水道使用料

	令和元年12月分（10月使用分）以降[PDF：737KB]



八幡浜市公共浄化槽等整備事業　


	八幡浜市公共浄化槽等整備事業について
	分担金制度
	八幡浜市公共浄化槽等整備事業のしおり[PDF：152KB]
	公共浄化槽設置申請書[DOC：35KB]



各種様式ダウンロード 


	下水道料金体系表（平成27年10月使用分からの料金）単位：円/ｍ3
	使用水量	一般家庭使用料	湯屋使用料	井戸水のみ使用	上水道と井戸水の併用
	
			0～8


			(基本量)

				920	920	2人まで1人につき8ｍ3、3人目から1人につき4ｍ3を加算した水量	上水道使用量に左記使用量の1/2を加算した水量
	9～10	136	136
	11～20	159	159
	21～30	176	176
	31～40	194	50
	41～50	212
	51以上	224
	※消費税別途、10円未満の端数は切り捨て。



	区分	小規模下水道使用料(1月につき)
	基本水量	基本料金	超過料金(1立方メートルにつき)
	一般汚水	10立方メートル	2,830円	10立方メートルを超え150立方メートルまで	70円
	150立方メートルを超え300立方メートルまで	120円
	300立方メートルを超えるもの	170円
	※消費税込




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　下水道課
郵便番号：796-0292
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-36-0574
FAX：0894-36-2201
E-Mail：gesuido@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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